
司
法
制
度
改
革
推
進
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
六
日
衆
議
院
法
務
委
員
会
）

本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

政
府
は
、
今
後
の
司
法
制
度
改
革
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
に
広
く

国
民
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
機
関
の
設
置
及
び
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

二

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
は
、
司
法
制
度
改
革
作
業
の
経
過
を
含
む
情
報
に
つ
い
て
、
透
明
性

の
確
保
に
努
め
、
国
民
に
開
か
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

政
府
は
、
司
法
制
度
改
革
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
人
権
擁
護
と
社
会
正
義
の
実
現
の
観
点
を

踏
ま
え
て
、
積
極
的
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

政
府
は
、
司
法
制
度
改
革
を
実
効
性
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
裁
判
所
、
検
察
庁
等
の
人
的
・

物
的
体
制
の
充
実
等
を
始
め
、
特
段
の
予
算
措
置
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。
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司
法
制
度
改
革
推
進
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
平
成
一
三
年
一
一
月
八
日
参
議
院
法
務
委
員
会
）

本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

政
府
は
、
司
法
制
度
改
革
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
の
意
見
を

尊
重
す
る
と
と
も
に
、
諸
施
策
を
策
定
・
実
施
す
る
に
当
た
り
広
く
利
用
者
で
あ
る
国
民
の
意
思

を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
に
設
置
が
予
定
さ
れ
て
い
る
顧
問

会
議
、
検
討
会
の
構
成
等
に
特
段
の
配
慮
を
す
る
こ
と
。

二

政
府
は
、
顧
問
会
議
、
検
討
会
を
運
営
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
経
過
と
内
容
に
つ
い
て
で

き
る
限
り
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
公
開
す
る
よ
う
努
め
、
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
。

三

政
府
及
び
関
係
機
関
は
、
人
権
擁
護
と
社
会
正
義
の
実
現
の
観
点
を
踏
ま
え
、
司
法
制
度
改
革

審
議
会
意
見
書
の
指
摘
す
る
諸
課
題
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
更
な
る
調
査
、
検
討
を
進
め
、
司
法

制
度
改
革
の
推
進
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

四

政
府
及
び
関
係
機
関
は
、
司
法
制
度
改
革
の
緊
急
性
に
か
ん
が
み
、
三
年
以
内
に
主
要
な
関
連

法
案
の
立
案
等
を
遂
げ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

五

政
府
は
、
司
法
制
度
改
革
を
実
効
性
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
裁
判
所
、
検
察
庁
等
の
人
的
・

物
的
体
制
の
充
実
等
を
始
め
、
万
全
の
予
算
措
置
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。


